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１．平成 25年 3月期の概要 

（１）経営環境 

平成24年度の国内経済は、欧州政府債務問題を背景とした海外経済の減速、歴

史的な円高による輸出・生産の伸び悩み等の外部要因により、景気回復は足踏み

状態となりましたが、年明け以降の積極的な金融緩和政策により行き過ぎた円高

の是正、株価の持ち直し等、国内経済回復の兆しが出てまいりました。 

こうした内外の経営環境のなか、当地域では、東日本大震災から２年が経過し、

甚大な津波被害の復旧工事が進み被災企業の事業再開や個人住宅着工数の増加等、

明るい兆しがうかがえるようになってまいりました。 

一方、被災企業の事業再開、個人の住宅建築等は、被災した土地の利用方法が

未だ定まっていない地域も少なくないため、道半ばの状況であり、また、多くの

お取引先や地域を取り巻く環境は未だ厳しい状況が続いていることから、地域経

済の本格的な復興には相当の時間を要するものと考えられます。 

当金庫は平成24年2月、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第

11条第1項に規定する特定震災特例協同組織金融機関として、信用金庫の中央金

融機関である信金中央金庫を通じ、100億円の資本支援を受けております。 

今後、当金庫は、より一層の地域への円滑な資金供給ならびに経営強化計画に

掲げた諸施策の着実な実行を通じて、地域の復旧・復興ならびに地域経済の活性

化に向けた取組みに尽力してまいります。 

（２）決算の概要 

イ．主要勘定（末残） 

 (ｲ) 預金積金 

預金積金残高は、復興交付金からの預入れ等、公金預金の増加等により前

年度末比45億円増加の720億円となりました。 

個人預金は、住宅再建に伴う預金の取崩し等の払出しにより流動性預金が

同10億円、定期性預金が同11億円の計21億円減少して556億円となりました。 

法人預金は、公金預金の同63億円の増加や、金融機関預金、一般法人預金

の増加により163億円となりました。 

 (ﾛ) 貸出金 

貸出金残高は、被災企業の事業再開に伴う資金需要や賃貸用不動産等の建

築資金が増加したことから、前年度末比10億円増加の311億円となりました。 

なお、中小事業者向け貸出につきましては、グループ補助金で補えない部

分への融資や、復旧に伴う設備資金・運転資金等を応需したため、同21億円
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増加して201億円となりました。 

 (ﾊ) 有価証券 

有価証券残高は、国内債券を中心とした運用を行い、前年度末比1億円減

少の174億円となりました。 

 

【図表１】預貸金等の推移 (単位:百万円) 

  24年3月末 24年9月末 25年3月末  

     前年度末比 

預金積金 67,456 72,014 72,041 4,585 

貸 出 金 30,084 31,250 31,139 1,055 

 うち中小事業者向け 17,929 18,849 20,122 2,193 

有価証券 17,593 19,838 17,451 ▲142 

ロ．損益の状況 

復興に伴う資金需要に積極的に応需したものの、貸出金利の低下により貸出

金利息は伸び悩みましたが、有価証券利息配当金、役務取引等収益の増加等に

より、業務純益は前期比 420百万円増加の 416百万円となりました。 

また、経常利益は、不良債権処理額の減少により同 1,838 百万円増加の 510

百万円、当期純利益は同 1,625百万円増加の 495百万円となりました。 

 

【図表 2】損益の推移                                      (単位：百万円) 

    24年3月期 25年3月期  

      前期比 

業務純益 ▲4 416 420 

 うち一般貸倒引当金繰入 121 18 ▲102 

 うち経費 880 766 ▲114 

業務粗利益 997 1,182 184 

コア業務純益 109 335 225 

臨時損益 ▲1,322 95 1,417 

 うち不良債権処理額 1,293 ▲101 ▲1,394 

経常利益 ▲1,327 510 1,838 

特別損益 198 ▲14 ▲212 

当期純利益 ▲1,130 495 1,625 
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ハ．自己資本比率の状況 

平成 25 年 3 月末の自己資本比率は、自己資本額が前年度末比 481 百万円増

加した一方、貸出金の増加、有価証券においては事業債等の増加に伴い、リス

クアセットが同 4,631 百万円増加したことにより、同 4.41 ポイント低下して

35.46％となりました。 

 

２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫

が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資す

る方策の進捗状況  

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

イ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

 (ｲ) 本部と営業店の連携による相談業務の強化 

○ 企業支援課チームと営業店の連携および本部課長会議の開催 

当金庫は、東日本大震災以降、復興支援に向けた態勢として、平成 23

年 11 月から業務推進課事業所開拓専担チームと審査部企業支援課チーム

を主体に、本部と営業店が連携を密に取ることで、お客様との面談機会を

多く持ち、相談対応等を通じて金融支援の充実を図っております（なお、

事業所開拓専担チームは、営業店における態勢強化のため、平成 25 年 4

月の定例異動において営業店に所属職員を配置することにより発展的に解

消しております。）。また、平成 24 年 9 月より復興に資する取組みに関

する諸制度や営業店の課題等の情報共有を目的として本部課長会議を毎月

開催し、各営業店やお客様が抱えている課題の共有化に努めております。 

今後も定期的に本部課長会議を開催し、営業店の課題解決の受け皿とな

ることで、顧客・営業店・本部間でお客様が抱える課題の共有化を図り、

営業店単独では対応が困難な外部機関等の活用を含めた解決方法を検討し

たうえで、お客様への提案を行うことにより、課題の早期解決に努めてま

いります。 

なお、部室店長会議や自己査定説明会などの機会を用いて、取引先の具

体的な支援事例等について、役職員に対し取組み状況や支援手法などを説

明しております。 

また、その際には併せて個人版私的整理ガイドライン、防災集団移転促

進事業の制度内容等の周知も行い、支援体制の強化を図っております。 
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○ 相談窓口の設置 

当金庫は平成 23 年 12 月に業務推進課内に電話相談窓口を設置し、閉鎖中

の店舗と取引のあるお客様を含め、11 件の問い合わせを受けております。お

問い合わせ内容は土地・中古住宅の紹介依頼、住宅新築資金相談、住宅ロー

ンの返済相談等で、営業店と連携を取ったうえで対応を図っております。 

なお、電話相談窓口のさらなる利活用を促進すべく、平成 24 年 6 月と 9

月にそれぞれ、パンフレット 1,935 枚、ポスター60 枚を作成し、宮古市社

会福祉協議会を通じて、宮古市内の全仮設住宅へのパンフレットの配布お

よび主たる集会所へのポスター掲示を行っております。また、平成 24 年

11 月には、当金庫ミニディスクロージャー誌においても、電話相談窓口を

掲載して継続的な周知を図っております。 

このような本部と営業店が一体となった相談受付体制により、東日本大

震災以降、本部電話相談窓口および営業店において、平成 25 年 5 月末ま

でに累計 4,389 件の融資に関する相談、594 件の相続手続き、3,863 件の

通帳・証書再発行等の手続きを行っております。 

【図表3】東日本大震災以降の各種相談実績 

                   （単位:件数） 

 震災以降累計 

融資相談件数 4,389 

相続手続き件数 594 

紛失届け件数 3,863 

 (注)平成25年5月末現在 

【図表4】紛失等相談窓口の模様 

 
 

 (ﾛ) 審査管理態勢の強化および融資条件の弾力化 

当金庫は、東日本大震災直後より、被災者からの資金需要や融資条件の変

更等のお申込みがあった場合、お取引先の抱えている問題を十分に把握した

うえで、返済猶予の要請や経営相談に丁寧に応じ、事業継続の意欲を高める

よう支援を続けております。 
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事業再建を目指すお取引先および被災した住宅ローン利用者に対しては、

担保・保証人や返済期限などの融資条件の弾力的な取扱いをしており、平成

24年度末までに、外部機関を活用した経営改善計画の策定支援と併せて返済

期限の延長を伴う融資条件の変更を308件実施しております。 

また、中小企業金融円滑法の最終期限到来後の対応について、これまでと

変わりはない旨の方針とし、貸出条件変更先181先に対し、当金庫の金融円

滑化への取組みについての通知文書を手交するとともに、お取引先からの相

談対応について強化してまいります。防災集団移転促進事業の対応について

も、被災宅地の自治体の買取に係る抵当権抹消等の依頼に対し、積極的に対

応しております。 

なお、当金庫では、従来から審査管理態勢の強化を目的とした営業店職員

の自己査定トレーニーや審査部での融資案件審査トレーニーを実施しており、

加えて、総合企画部業務推進課内の電話相談窓口の活用、ならびに総合企画

部業務推進課および審査部企業支援課を中心とした本部と営業店の連携によ

り、お取引先からの相談対応を強化しております。 

さらに、平成24年度においては、信金中央金庫が実施した貸出金実地調査

での意見交換を受け、不動産賃貸業のモニタリングについて一部見直し、ト

レーニーおよび部室店長会議等を通じて、その内容を還元し、態勢の強化を

図っております。なお、被災債権の管理・回収につきましては、東日本大震

災からの復旧・復興に向けて、お取引先ごとの復旧・復興状況に十分留意し

たうえで、信金中央金庫からの指導・助言を受けながら、適切な管理・回収

に努めております。 

加えて、二重ローン問題の解決に資する施策などにつきましては、お取引

先の被災状況を詳細に把握し、「岩手産業復興機構」や「㈱東日本大震災事

業者再生支援機構」、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」等の外部

機関と連携し、対応しております。 

 (ﾊ) 人材の育成 

当金庫は、人材を「人財」と捉え、職員のスキルアップを経営の重要課題

に位置づけてまいりました。当金庫は、東日本大震災からの復興支援に向け

て、さまざまな取組みを進めてまいりますが、これら取組みの実践および目

的達成のためには人材の育成が極めて重要であると考えております。このた

め、以下の取組みを進め、人材の育成を図っております。 

平成24年度につきましては、(一社) 東北地区信用金庫協会等の信用金庫関

連団体が主催する研修に17回、計30名を派遣しております。 

今後については、信金中央金庫や信用保証協会が開催する研修の受講、内

部トレーニーの実施等を通じ、人材の育成に努めてまいります。 
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【図表5】信用金庫関連団体の主催する研修実績 

時 期 研 修 名 対 象 者 人数 目 的 

平成 24年 5月 営業店長 店長 2名 新店長の育成 

平成 24年 5月 年金推進 推進担当者 2名 推進話法の取得 

平成 24年 5月 中堅管理者 次長・代理 2名 
新中堅管理者の 

育成 

平成 24年 5月 融資インストラクター 審査指導役席 1名 
審査指導担当者の

育成 

平成 24年 5月 地域密着実践 支援部署役席 1名 管理者の基本研修 

平成 24年 6月 融資推進 融資・渉外 2名 
融資営業の 

基本研修 

平成 24年 6月 テラーセールス 窓口担当者 2名 
信頼度・好感度の

高い窓口の養成 

平成 24年 6月 渉外基礎 入庫 1～3年 2名 応酬話法の習得 

平成 24年 7月 
中小企業経営改善 

支援実務研修 

企業支援 

担当者 
3名 

経営改善計画の 

作成 

平成 24年 7月 初級管理者 係長 2名 管理者の基本研修 

平成 24年 7月 融資基礎 
経験の浅い 

融資担当者 
2名 

具体的な提案力の 

習得 

平成 24年 7月 コンプライアンス 担当役席 2名 
コンプライアンス

担当役席者の育成 

平成 24年 9月 貸付金管理回収 担当役席 1名 
管理手法、 

法的知識の習得 

平成 24年 9月 目利き力養成 担当役席 2名 
経営改善計画書 

作成の学習 

平成 24年 10月 内部事務リスク 担当役席 2名 
オペレーショナル

リスク管理の向上 

平成 25年 1月 
出口戦略対応 

コンサルティング講座 
担当役席 1名 

課題解決型金融を

実践するため手法

の習得 

平成 25年 3月 
高齢者取引 

推進セミナー 
担当役席 1名 

相続に関する法的

知識の習得 
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○ 所属部門における制度融資の取扱い等のＯＪＴ研修の実施 

営業店長および融資担当役席者が、実際の制度融資の案件を教材に取扱

い等の研修を行っております。 

 

○ 適切なＪＯＢローテーションの実施による業務知識の習得 

職員の担当職務の経歴を把握し、可能な限り多くの職務経験を積ませる

ため、ＪＯＢローテーションを行い、業務知識の習得を図っております。 

また、内部出向により、担当部署以外の職務を経験する機会も設けてお

ります。その一環といたしまして、平成24年度においては8名を、自己査

定トレーニーとして所属店以外の二次査定を経験させております。 

 

○ 本部各部門による業務研修の実施 

平成24年6月に本部・営業店職員12名、同年10月に同23名に対して自己

査定の精度向上を図るため、審査部を講師とした融資勉強会を開催してお

ります。 

 

○ 内部研修の実施 

営業店長研修、中堅管理者研修、初級管理者養成研修、コンプライアンス

研修の参加者を講師に第2四半期に4回、出口戦略対応コンサルティング研修

の参加者を講師に第4四半期に1回開催し、延べ55名が受講しております。 

 

○ 外部研修の積極的活用 

平成24年7月に、1名が(独)中小企業基盤整備機構主催の｢経営計画策定

支援計画セミナー｣へ参加いたしました。 

また、平成24年11月に、宮古市と盛岡市で開催された信用保証協会業務

研修へ4名が参加いたしました。 

 

○ 職員の自己啓発の取組みの勧奨 

平成24年10月に開催された銀行業務検定試験に3名が合格しております。 

ロ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

 当金庫は、これまでも中小規模の事業者に対する円滑な信用供与に積極的に

取り組んでまいりました。今般の東日本大震災により被災したお取引先に対す

る円滑な信用供与は、地域の復旧・復興に不可欠であることから、引き続き適

切に対応してまいります。 

 具体的には、地域の復旧・復興に向けての中小規模の事業者に対する信用供

与の実施状況等について、金融円滑化に係る取組みを主管する管理部が、各営

業店における実績等を取りまとめたうえで常務会へ報告するとともに、主管部

門による評価・分析の実施および常務会で決議された指示事項を、その後開催

された部室店長会議において営業店長および関係各部門に通知しております。 



 

8 

 また、管理部は、関係各部門における信用供与の実施状況等において、取組

みが十分でないと認められる営業店等に対して指導を行うとともに、関係部署

に対し個別臨店の要請を行い、常務会に報告しております。 

 常務会は、管理部からの報告にもとづき、重要な事項について協議し、必要

に応じ理事会に付議・報告しております。 

 さらに、当金庫は、今般の資本増強にあたり、信金中央金庫と経営指導契約

を締結しております。当金庫は、当該契約にもとづき、経営強化計画の実施状

況や当金庫の財務の状況等を信金中央金庫に報告したうえで、被災債権の管理

・回収をはじめとした、経営強化計画の実施に資する指導および助言を受けて

おります。 

 このように、中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況につきましては、

当金庫内部のみならず、外部からの検証を受ける体制としております。 

ハ．担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の

需要に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

 (ｲ) プロパー融資対応による融資条件の弾力的な取扱い 

当金庫は、被災したお取引先からの融資のご相談に対しまして、技術力、

販売力、経営者の資質および事業の成長性等を踏まえ、定型のプロパー融資

商品の提供や相談事案によっては融資条件を弾力的に取り扱うことなどによ

り、支援を継続しております。 

また、被災の影響などにより保証会社等の保証を得られないお取引先につ

いても、実態を把握し、適切な審査にもとづきプロパー融資による円滑な資

金供給に努めております。 

そうした融資対応の実績は、平成25年5月末現在で13件、56百万円となっ

ております。なお、内訳としては、消費資金7件12百万円、事業資金2件26百

万円、住宅関連資金4件16百万円となっております。 

 (ﾛ) ＡＢＬの取扱い 

当金庫は、平成19年8月より信用保証協会による流動資産担保融資保証制

度（ＡＢＬ保証）を活用し、お取引先の売掛債権や棚卸資産などを担保とし

た融資を取り扱っております。 

平成24年11月に、被災により在庫が滅失した水産加工業者1先に対し、冷

蔵施設の復旧に合わせてＡＢＬを活用した融資を実行いたしました。平成25

年5月末現在の実績は3件、83百万円となっております。 

ＡＢＬ保証を実施することにより、金融機関にとってはお取引先の仕入先、

販売先、在庫の状況を正確に把握し、適切なアドバイスを行うことが可能と

なり、お取引先にとっても資金調達方法の選択肢が拡充する有効な商品と考
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えております。 

今後も、東日本大震災からの復旧・復興に合わせ、お取引先が在庫および

売掛金の増加に伴い必要となる運転資金につきましては、担保・保証に過度

に依存することなく、お取引先への資金提供手段の充実に努めてまいります。 

 (ﾊ) 無担保・無保証ローンの取扱い 

無担保・無保証ローンは、地域の中小・零細事業者に需要のある商品であ

ると思われることから、商品パンフレットを平成24年7月から9月にかけて仮

設住宅も含め、延べ約6,400部のポスティングを行い、商品の周知を図ってお

ります。 

 今後とも、円滑な資金供給に向けて、お取引先のニーズを踏まえながら商

品内容の見直しを検討してまいります。 

 

【図表6】無担保・無保証ローン商品の概要 

商 品 名 オールマイティ 

取扱開始時期 平成23年3月 

保 証 会 社 ㈱クレディセゾン 

資 金 使 途 自由 

融 資 金 額 10万円以上300万円以内 

融 資 期 間 6ヶ月以上7年以内 

融 資 利 率 

固定金利9.5％または13.5％

（保証料含む） 

※審査により変動する。 

取 扱 実 績 82件、58百万円 

(注)取扱実績は、東日本大震災以降、平成 25年 5月末までの累計 

 (ﾆ) 保証協会保証の活用 

当金庫は、地域の中小・零細事業者に対する円滑な資金供給のために、保

証協会保証を積極的に活用しており、今般の東日本大震災からの復旧・復興

資金においても、震災関連保証を活用し迅速な資金供給を行っております。 

東日本大震災関連の保証協会保証付融資制度の実績は、平成 25 年 5 月末

現在で、265件、3,698百万円にのぼっております。 

今後も、円滑な資金供給のため保証協会保証を積極的に活用してまいります。 
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【図表 7】当金庫の保証協会保証震災関連融資実績 

商 品 名 
岩手県中小企業 

災害復旧資金 

東日本大震災 

復興緊急保証 

岩手県中小企業 

東日本大震災復興資金 

取扱開始時期 平成 23年 3月 平成 23年 3月 平成 23年 6月 

資 金 使 途 

運転・設備資金等の

事業資金 

経営の安定に必要な

事業資金 

運転・設備資金等の

事業資金(借換資金

可) 

融 資 金 額 
1,000万円以内 8,000万円以内 

（無担保） 

8,000万円以内 

融 資 期 間 
10 年以内（3 年以内

の据置可） 

10 年以内（2 年以内

の据置可） 

15 年以内（3 年以内

の据置可） 

融 資 利 率 
･

3   年

以  内  年 1.7％以内 

･
3年超 10

年 以 内  年 1.9％以内 

・当金庫所定の金利 

（変動金利） 

･
10  年

以  内 年 1.5％以内 

･
10 年 超

15年以内 年 1.7％以内 

取 扱 実 績 
38件 

267百万円 

1件 

24百万円 

226件 

3,407百万円 

(注)取扱実績は、平成 25年 5月末までの累計 

（２）被災者への信用供与の状況および被災者への支援をはじめとする被災地域にお

ける東日本大震災からの復興に資する方策の進捗状況 

イ．被災者への信用供与の状況 

 (ｲ) 被災状況に係る調査の実施 

当金庫では、東日本大震災発生以降、与信取引のあるお取引先について個

別訪問による面談を行い、被災状況の調査を実施いたしました。その後は、

お取引先の復旧状況等の推移を把握しながら、実態にあった支援策の実施に

取り組んでおります。平成25年5月末現在の総訪問件数は延べ2,868先となっ

ています。 

 (ﾛ) 被災者からの申し出により約定弁済を一時停止等した実績 

当金庫では、東日本大震災の直後より被災したお取引先からのご相談を速

やかに受け付け、多くの事業取引先や住宅ローン取引先等から、既存融資の

約定弁済について、一時停止の申し出を受けました。 

お取引先と合意のうえでの約定弁済の一時停止は、ピーク時の平成23年4

月末には99先、2,436百万円に達しておりましたが、お取引先の状況に応じ

た条件変更の手続きを進めるなど、被災者への支援を積極的に行った結果、

平成25年5月末には、17先、501百万円まで減少しております。 

また、東日本大震災以降、平成25年5月末までに正式に条件変更契約を締

結した実績は、164先、6,963百万円（うち事業性ローン98先、6,483百万円、
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住宅ローン等66先、480百万円）となっており、お取引先ごとの現状に合わ

せて負担の軽減に努めております。 

 

【図表 8】被災者との合意にもとづく約定弁済の一時停止実績 

                           （単位：先、百万円） 

  

  

ピーク時 （23年4月末）  25年5月末 

先数 金額 先数 金額 

 事業性ローン 52 2,112 14 439 

 住宅ローン 26 308 2 32 

 その他 21 15 1 28 

合 計 99 2,436 17 501 

【図表 9】 東日本大震災以降の条件変更実績 

              （単位：先、百万円） 

  

  

震災以降累計 

先数 金額 

 事業性ローン 98  6,483  

 住宅ローン 34  357  

 その他 32  122  

合 計 164 6,963 

(注)平成25年5月末までの累計 

 (ﾊ) 被災した取引先に対する信用供与の実績 

当金庫は、被災したお取引先からの資金需要に対して、保証協会保証震災

関連制度等の斡旋やプロパー融資である「みやしん絆」、「復興」などの商

品を提供しており、地域の復旧・復興に向けた円滑な資金供給に継続して取

り組んでおります。 

東日本大震災以降、平成25年5月末までに、被災者向け新規融資の実績は、

607先、6,206百万円となっております。 

また、この中には、東日本大震災後に条件変更対応したお取引先に対する

新規融資実績81先、1,701百万円も含まれております。 

今後も、地域の復旧・復興に伴い、資金需要の増加が見込まれることから、

日々の営業活動を通じて事業先の資金需要を随時把握してまいります。 

また、営業店から本部への定期的な業況報告を通じ、お取引先の実態を本

部および営業店で共有し、一体となって地域経済の速やかな復興のための積

極的な支援を継続してまいります。 

住宅ローンにつきましては、地域の復興計画の進展に合わせて、資金需要が増

加していくものと思われますが、被災宅地の自治体による買取に係る抵当権の抹

消依頼等に対しても応じ、お客様の迅速な生活再建支援に努めてまいります。 
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【図表10】被災者向け新規融資の実行状況       （単位：先、百万円） 

 

震災以降 

累  計 

 

うち条件変更先 

に対する新規融資 

先数 金額 先数 金額 

事業性ローン 396  4,994  80  1,699  

 うち運転資金 184 2,686 53 1,179 

 うち設備資金 212 2,307 27 520 

住宅ローン 82  985  0  0 

その他 129  226  1  2  

合 計 607 6,206 81 1,701 

(注)平成25年5月末までの累計 

ロ．被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に

資する方策 

 (ｲ) 本部と営業店の連携強化による相談業務の強化 

当金庫は、東日本大震災以降、復興支援に向けた態勢として、平成 23 年

11 月から業務推進課事業所開拓専担チームと審査部企業支援課チームを主体

に、本部と営業店が連携を密に取ることで、お客様との面談機会を多く持ち、

相談対応等を通じて金融支援の充実に努めております（なお、事業所開拓専

担チームは、営業店における態勢強化のため、平成 25 年 4 月の定例異動にお

いて営業店に所属職員を配置することにより発展的に解消しております。）。

また、平成 24 年 9 月より復興に資する取組みに関する諸制度や営業店の課

題等の情報共有を目的として本部課長会議を毎月開催し、各営業店やお客様

が抱えている課題の共有化に努めております。 

さらに、同会議ではグループ補助金情報や外部機関による制度説明会等で

入手した情報も共有化し、営業店への周知と共に営業店からの相談にもすぐ

対応できる体制としています。 

なお、企業支援課は、今年度は債権買取に伴う岩手産業復興機構、㈱東日

本大震災事業者再生支援機構および事業再生支援ファンド利用見込みのお客

様等に、営業店と同行訪問により、お客様の声を直接聞くことで、当該顧

客・営業店・本部間でお客様が抱える課題の共有化を図り、営業店単独では

対応が困難な外部機関等の活用を含めた解決方法を検討したうえで、お客様

への提案を行うことにより、課題の早期解決に努めてまいります。 

今後も、引き続き営業店の相談活動を支援するとともに、復興支援に関す

る情報提供などの充実に努め、融資や事業承継といったご相談にとどまらず、

創業支援や新規事業創出、販路開拓といった本業支援を行うため、当地域の

産業支援センターや商工会議所等の外部機関とも連携し、営業店の相談活動

の内容の充実に努めてまいります。 
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 (ﾛ) 営業店機能の維持・強化 

東日本大震災により、当金庫の事業区域は甚大な被害を受けており、当金

庫も、被災直後には全 9店舗中 7店舗の閉鎖を余儀なくされました。 

当金庫は、被害が軽微であった 3 店舗において、地域でいち早く営業を再

開しており、平成 25 年 5 月末現在、7店舗で通常営業を行っているほか、建

物が全壊した鍬ケ崎支店および田老支店においても職員を本店営業部へ配置

したうえ、本店営業部内に店舗内店舗として再開しております。 

また、田老支店につきましては、平成 23 年 8 月から「グリーンピア三陸

みやこ」施設内に仮設事務所を設置し、お客様からのご相談に対応するなど、

被災地における金融サービスの維持に努めております。 

なお、鍬ケ崎支店および田老支店に所属していた職員につきましては、引

き続き従来からの地域のお客様を担当することにより、利便性の確保と接点

の維持に努めております。 

今後につきましては、地域の復興計画の進捗を見計らいながら、地域経済

の活性化を後押しできるよう、東日本大震災以降の人口分布の変化等にも配

慮しつつ、お客様の利便性向上に向けた店舗網の再整備を進めてまいります。 

 

【図表 11】当金庫の店舗配置 

田老支店

鍬ケ崎支店

河南支店

山田支店

駅前支店

千徳支店

大渡支店

みなみ支店

本店

グリーンピア三陸みやこ

本店

支店

仮設事務所

田老支店

鍬ケ崎支店

河南支店

山田支店

駅前支店

千徳支店

大渡支店

みなみ支店

本店

グリーンピア三陸みやこ

本店

支店

仮設事務所
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【図表12】店舗の被災状況（平成25年5月末現在） 

営業店名 所在地 
震災直後の 

被害状況 

営業状況 

震災 
直後 

平成 25年 
3月末 

通常営業 
再開日 

(平成 23年) 

本 店 宮古市向町 半  壊 休止 通 常 営 業 5月 16日 

鍬ケ崎支店 宮古市鍬ケ崎上町 全  壊 休止 本 店 に て － 

駅 前 支 店 宮古市末広町 床上浸水 休止 通 常 営 業 4月 4日 

田 老 支 店 宮古市田老字川向 全  壊 休止 仮設事務所 (8月 22日） 

山 田 支 店 下閉伊郡山田町 全  壊 休止 仮店舗営業 8月 10日 

河 南 支 店 宮古市磯鶏 床上浸水 休止 通 常 営 業 4月 25日 

千 徳 支 店 宮古市太田 な  し 営業 通 常 営 業 3月 28日 

みなみ支店 宮古市南町 な  し 営業 通 常 営 業 3月 28日 

大 渡 支 店 釜石市大渡町 半  壊 休止 通 常 営 業 6月 28日 

 (注)営業再開日における( )書きは、仮設事務所としての開始日 

 

【図表13】田老仮設事務所外観    【図表14】田老仮設事務所相談所 

     

 

 (ﾊ) 相談窓口の整備および周知等 

東日本大震災以降、当金庫の営業状況等については、従来の当金庫ホーム

ページのほか、営業告知ポスター（｢宮古信用金庫からのお知らせ｣）を平成

23 年 10 月 11 日まで毎週末に作成し、店頭や避難所に掲示し、お客様へ｢信

用金庫の現況｣をお知らせしてまいりました。 

なお、営業告知ポスターやホームページ上での情報掲示については、当金

庫の営業状況等に変化がある都度作成しております。 

また、平成 23 年 12 月に業務推進課内に設置した電話相談窓口について、

パンフレットおよび集会所に掲示するためのポスターを作成し、平成 24 年 6

月および 9 月に宮古市社会福祉協議会を通じて、宮古市内の全仮設住宅への

パンフレット配布および主たる集会所へのポスター掲示を行いました。加え

て、平成 24 年 11 月には、当金庫ミニディスクロージャー誌においても、電



 

15 

話相談窓口を掲載して継続的な周知を図っており、今後も一層の周知に努め

るとともに、復興に向けた各種情報の提供を行ってまいります。 

このような本部と営業店が一体となった相談受付体制により、東日本大震

災以降、平成 25年 5 月末までに累計 4,389 件の融資に関する相談、594件の

相続手続き、3,863件の通帳・証書再発行等の手続きを行っております。 

 (ﾆ) 東日本大震災からの復興に向けた商品の開発･提供 

当金庫は、東日本大震災直後より、地域の復旧・復興のための融資商品お

よび預金商品の提供を行ってまいりました。 

融資商品につきましては、平成 23 年 3 月から保証付の災害復旧ローンを

取り扱ってまいりましたが、平成 24 年 1 月と 3 月に新たにプロパー融資商

品の提供を開始し、復旧・復興に向けた資金需要に対応しております。 

平成 24 年 1 月には、地域復興支援融資「みやしん絆」の提供を開始し、

取扱実績は 66件、201百万円となっております。 

また、平成 24 年 3 月には、既存の優遇金利を適用した住宅ローンに加え、

被災したお客様の住宅再建等を支援するため、住宅ローン「復興」の取扱い

を開始し、平成 25 年 5 月末時点の取扱実績は 77 件、937 百万円の実績とな

っております。 

平成 25 年 2 月から 5 月にかけて、陸中復興トモダチ基金の利子補給制度

を活用した低利融資商品「みやしん陸中復興」を取り扱い、実績は 26 件、

159百万円となっております。 

今後も、復興ステージに応じて変化するお客様の資金ニーズに合わせて、

各種商品の提供や既存商品の見直し等を行ってまいりたいと考えております。 

 

【図表 15】震災復興商品の概要（保証会社付融資商品） 

商 品 名 みやしん災害復旧ローン 災害復旧ローン 

取扱開始時期 平成23年3月 平成23年3月 

保証会社 （社）しんきん保証基金 ㈱オリエントコーポレーション 

融資金額 500万円以内 10万円以上500万円以内 

融資期間 3ヶ月以上10年以内 10年以内 

融資利率 
固定金利1.5％ 

（別途保証料率0.5％） 

固定金利2.5％ 

（含む保証料率1.2％） 

資金使途 

・住宅の補修、修繕費用 

・自動車の修理、買換費用 

・家具家電の修理、買換費用 

・家屋、家電等の修理、買換資金 

・自宅の補修、修繕資金等 

・車両の修理、買換費用 

取扱実績 92件、182百万円 5件、8百万円 

   (注)取扱実績は、平成 25 年 5 月末までの累計 
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【図表 16】震災復興商品の概要（プロパー融資商品） 

商 品 名 「みやしん絆」 住宅ローン「復興」 

取扱開始時期 平成24年1月 平成24年3月 

保証会社 なし なし 

融資金額 300万円以内 5,000万円以内 

融資期間 5年以内 35年以内 

融資利率 当金庫所定の金利（変動金利） 当金庫所定の金利（変動金利：当初
10年間上限金利1.975％） 

資金使途 運転資金・設備資金 住宅購入、新築資金 ﾘﾌｫｰﾑ資金 
住宅ローンの借換資金 

取扱実績 66件、201百万円 77件、937百万円 

   (注)取扱実績は、平成 25 年 5 月末までの累計 
 

 (ﾎ) 販路拡大等事業拡大のための取引先紹介、マッチング支援 

当金庫は、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネットワークを活用し

た取組み等を通じて、お客様の販路拡大等に努めております。 

また、東日本大震災以降、全国の信用金庫や企業からビジネスマッチング

や個別商談会等のご案内をいただいており、お客様の状況に合わせて、こう

した機会を活用できるよう、引き続き努めてまいります。 

○ 「ビジネスマッチ東北」への参画 

当金庫は、平成 18 年度から（一社）東北地区信用金庫協会が主催する

「ビジネスマッチ東北」に加盟金庫として参加するとともに、お客様に出

展・参加案内を実施し、お客様のビジネスチャンスの創出に貢献してまい

りました。 

平成 24 年 11 月に開催された「ビジネスマッチ東北 2012 秋」において

は、当金庫の紹介で 2 社が出展し、マッチング会場では、当金庫職員がバ

イヤー・出展者間での商談等のサポートに努めた結果、11 件の商談があり、

平成 25年 5月末時点で 1件が商談継続中となっております。 

また、「ビジネスマッチ東北 2012 春」より取り組んでおりました「ビ

ジネスマッチ東北ハンズオン支援事業」において、当金庫が推薦したお客

様 3 社全てが対象として選定され、うち 2 社に対しては、ＮＰＯ法人等の

コーディネーターを活用した首都圏での販路開拓支援活動が行われ、平成

25 年 5 月末時点において新規受注に繋がる等の成果が出ております。また、

１社については、岩手大学・三陸復興支援機構・宮古エクステンションセ

ンターによる支援活動が継続されております。 
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【図表 17】ビジネスマッチ東北実績推移             （単位：件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「日本を明るく元気にする“よい仕事おこし”フェア」への出展サポート 

平成 24 年 11 月 1 日に、東北地区および東京都を中心とする 63 の信用

金庫の共催で「日本を明るく元気にする“よい仕事おこし”フェア」を東

京ドームで開催いたしました。同フェアには、当金庫の紹介で 3 社が参加

しており、当金庫職員も参加企業に同行し、商品の販売やバイヤー企業と

の商談等のサポートを実施しております。 

なお、当日は当金庫の参加企業全体で 15 件の商談があり、平成 25 年 5

月末時点で、ＷＥＢカタログへの商品掲載が 2 件決定し、1 件が商談継続

中となっております。 

また、平成 25 年 8 月 6 日に開催される「2013“よい仕事おこし”フェ

ア」には、当金庫の紹介で 3社の参加が決定しております。 

○ 信用金庫業界が企画する「しんきんの絆」への商品掲載サポート 

信用金庫業界では、東北地区の信用金庫のお客様への販路拡大支援を目

的として、信用金庫のお客様の商品等を掲載したカタログやインターネッ

ト通販サイト「東北地区販路拡大応援企画『しんきんの絆』」を企画して

おります。同企画には、当金庫の紹介により、6 社で 7 つの商品が掲載さ

れており、平成 25 年 5 月末時点で、416 件で約 864 千円の販売となってお

ります。 

○ 地方自治体が企画する通販サイトへの商品掲載サポート 

当金庫では、地方自治体が復興支援として企画しているインターネット

通販サイトへのお客様の商品掲載のサポートをしております。当金庫より

当サイトへの掲載を、お客様に対し働きかけた結果、平成 25 年 5 月末時

点で、2社の商品が掲載されております。 

○ 「ずっと忘れないプロジェクト１００」東北復興産直市への商品紹介 

当金庫では、東北産直協議会、企業組合青森産直の会およびＮＰＯ法人

プラットフォームあおもりが共同で企画している関東（一部関西）一円

実施年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

全体 

参加企業数 253 344 291 384 

商談数 2,587 2,994 2,373 2,585 

成約数 231 300 159 189 

 
  うち 

  当金庫 

参加企業数 1 3 0 2 

商談数 4 20 0 11 

成約数 11 8 0 0 
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100 箇所の催事場で行う大規模な東北産直市「ずっと忘れないプロジェク

ト１００」に対して、お客様 6 社の商品を紹介し、うち 3 社が商品の注文

を受けております。 

 (ﾍ) 被災したお客様の事業再生・事業承継に向けた支援 

○ 経営改善支援の取組みの強化 

お取引先に対する経営相談や経営改善に向けた取組みへの支援につきま

しては、企業支援課が中心となって、営業店等と連携して継続して取り組

んでおります。 

平成 24 年度におきましては、昨年度から引き続き 44 先を継続支援する

とともに、新たに従来の支援基準による選定 1 先と経営改善計画策定支援

やその他抜本的な改善支援を要する 19 先を加え、64 先を支援先としてお

ります。 

また、支援先 64 先のうち、中小企業再生支援協議会との連携による経

営改善計画策定支援を建設業 1 先に対し、岩手産業復興機構および㈱東日

本大震災事業者再生支援機構を活用した債権買取や支援の協議を 22 先に

対し実施しております。（独）中小企業基盤整備機構の震災復興支援アド

バイザー制度や中小企業支援ネットワーク強化事業を活用した支援を 3 先

に対し実施しております。また、信金中央金庫の子会社である信金キャピ

タル㈱が平成 23 年 12 月に組成した復興支援ファンド「しんきんの絆」を

活用した資本性資金の導入による支援を 3 先に対して実施しております。

このほか、39 先に対して、営業店と本部が連携し経営改善計画策定支援等

に取り組んでおります。 

さらに、支援対象とした64先のうち15先は、本部と営業店が連携し支援

に取り組む重点支援先としております。 

支援にあたっては、企業支援課が営業店職員との同行訪問等を通じて、

営業店の取組状況やお取引先の事業や財務の状況を営業店と共有し、四半

期ごとに進捗状況を管理し支援の具体化に努めております。 

また、当金庫は、平成 25 年 2 月に、「経営革新等支援機関」の認定を

受けました。 

経営革新等支援機関とは、「中小企業の海外における商品の需要の開拓

の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部

を改正する法律」にもとづき、税務、金融及び企業財務に関する専門的知

識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機

関等を、経営革新等支援機関として認定するものであり、当金庫は、支援

機関の認定を受けたことに伴い、信用保証協会の「経営力強化保証制度」

を取り扱うことが可能となることに加え、（独）中小企業基盤整備機構か
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ら、技術、海外展開、広域的販路開拓、知財管理等の専門家の派遣を受け

ることが可能となります。 

今後、お取引先に対する経営改善支援を強化し、より一層地域経済の活

性化に取り組んでまいります。 

○ 専門家による相談会の開催 

当金庫は、各種セミナー等の開催および震災復興支援アドバイザー制度

や中小企業支援ネットワーク強化事業などを活用した相談会等の開催を通

じ、お取引先を支援するとともに、専門家の有するノウハウやネットワー

クを活用しております。 

平成 24 年 10 月には、宮古市産業支援センターと連携し、当金庫お取引

先を含む市内の経営者および後継者を対象に、税理士による経営力向上・

経営改善を目的としたセミナーの後援を行っております。 

また、平成 25 年 2 月に、信金中央金庫を通じて、特定非営利活動法人

遺言・相続リーガルネットワークから専門家（弁護士）の派遣を受け、無

料法律相談会「みやしん無料法律相談会」を開催しております。 

○ 早期の事業再生に対する支援 

当金庫は、お取引先の早期の事業再生に向けて、中小企業再生支援協議

会と連携し、震災の影響を受けた建設業者に対し、返済条件の緩和を行う

とともに、定期的に訪問し、修正経営改善計画の進捗管理等を通じた改善

支援に取り組んでおります。 

また、岩手産業復興機構や㈱東日本大震災事業者再生支援機構を活用し

た債権売却による事業再生手法も進めており、平成 24 年 7 月に、被災し

た水産加工業者に対する岩手産業復興機構による債権買取支援を実施した

のを始め、両機構をあわせて平成 25 年 6 月末時点で 19 先に対して実施し

ております。 

さらに、ＤＤＳを用いた被災事業者の財務基盤の強化も検討しており、

平成 24 年 8 月に「資本性借入金の活用」に係る勉強会を開催しております。 

なお、信金キャピタル㈱が平成 23 年 12 月に組成した復興支援ファンド

「しんきんの絆」の活用については、平成 24年 8月に、燃料小売業者に対

し劣後ローンによる資本性資金の供給を実施したほか、平成 25 年 2 月およ

び 3月に水産加工業者 2社に対して資本性資金の供給を実施しております。 

○ 事業承継に対する支援の強化 

当金庫は、地域経済の活力維持を図るため事業承継に対する支援の強化

が必要と認識しており、お取引先の事業承継問題に積極的に取り組んでま

いります。それらの取組みの一環として、平成 24 年 9 月に信金キャピタ

ル㈱による事業承継およびＭ＆Ａに関する勉強会を実施しております。 
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また、同年 10 月には、関係支援機関等による事業承継支援ネットワー

クの構築を目的とした（独）中小企業基盤整備機構が主催する「事業承継

支援会議」に参加しており、今後の支援業務に活用してまいります。 

 (ﾄ) 「陸中復興トモダチ基金」の立上げおよび基金を活用した支援取り組み 

当金庫は、平成25年2月から米国ＮＧＯメーシーコープ、ギブトゥアジア

の支援を受けた特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパンとの連

携により、被災地復興に資するための基金「陸中復興トモダチ基金」を立ち

上げ、新規創業支援、再雇用支援および融資の利子補給の各プログラムによ

る支援を実施しております。平成25年3月の第一次応募締切り時点において

は、新規創業支援は22件、再雇用支援は14件の応募を受け付けております。 

また、平成25年2月から5月に取り扱った利子補給による低利融資商品「み

やしん陸中復興」の実行は26件159百万円となっております。 

 (ﾁ) 二重ローン問題解消に向けた対応 

地域の復旧・復興のためには、二重ローン問題の解消が避けて通ることの

できない課題であるため、当金庫は、外部機関、専門家の協力・支援を仰ぎ

ながら、各種施策の導入について検討を進めることとしております。 

○ 中小企業再生支援協議会の活用 

岩手県においては、被災した中小・零細事業者の二重ローン問題に対応

するため、中小企業再生支援協議会内に「岩手県産業復興相談センター」

が設置されております。 

当金庫では、当センターの機能を活用し、被災したお取引先の事業再生

にあたり、債権買取支援業務のほか、財務・事業デューデリジェンス、事

業再生計画の策定支援、債務返済条件の見直しなどについて、積極的に取

組んでおり、平成25年5月末時点で、21先の相談実績があります。 

○ 資本性借入金等を活用した取引先の財務基盤の強化 

当金庫では、平成21年3月にＤＤＳを用いた再生支援事例があります。 

平成24年度においては、今後の活用に備えて、平成24年8月に信金中央

金庫による役員、本部職員および営業店長を対象とした勉強会を実施する

とともに、同年9月には中小企業再生支援協議会が開催した「資本的借入

金活用セミナー」に参加しております。 

今後も、お取引先の財務改善支援策として積極的に活用してまいります。 

また、財務体質の改善による事業再生支援の手法としてはＤＥＳやＤＩ

Ｐファイナンスも有効な事業再生支援の手法のひとつであることから、今

後の活用に備えて、外部研修等を利用して知識・ノウハウの蓄積に努めて

まいります。 
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○ 岩手産業復興機構および㈱東日本大震災事業者再生支援機構の活用 

当金庫は、岩手産業復興機構に出資しており、被災の影響により経営に

支障が生じ、収益力に比して過大な債務を負っており、既往債権の買取り

等により再生が可能と思われるお取引先については、お取引先の意向を踏

まえながら、その活用を検討し、支援しております。 

平成25年6月末時点の岩手産業復興機構の活用実績は、震災の影響の大

きい水産関連業者や小規模事業者を含めた被災事業者22先の相談協議を進

めており、うち13先の債権について買取等の支援が決定しております。 

また、㈱東日本大震災事業者再生支援機構は、債権の買取り等を通じて

震災の影響により過大な債務を負っている事業者の負担を軽減しつつ、そ

の被災地域での再生を支援する目的のために設立され、当金庫は、岩手産

業復興機構と同様、お取引先の意向を踏まえながら、活用しております。 

なお、平成25年6月末時点で、34先の相談協議を進めており、うち先22

先の支援が決定しております。 

○ 事業再生ファンド等の活用 

信金キャピタル㈱が平成 23 年 12 月に組成した復興支援ファンド「しん

きんの絆」は、被災した取引先に対する資本供給の実施に加えて、投資先

の経営支援等にも取り組んでおります。 

 当金庫では、同ファンドを活用し、津波により甚大な被害を受けた燃料

小売業者であるお取引先に対し、平成24年8月に劣後ローンによる資本性

資金の供給を実施したほか、平成25年2月および3月に新たに水産加工業者

2社に対し、資本性資金の供給を実施しております。 

また、公益財団法人日本中小企業福祉事業財団（日本フルハップ）は、

中小企業経営者を対象に災害補償、災害防止、福利厚生等の事業を展開す

る公益法人として、平成 24 年 3 月に「東北地区中小企業震災復興支援助

成金制度」を創設し、中小企業の再建や起業による雇用の創出と拡大を支

援しております。 

 同制度では、被災地等の信用金庫や信金中央金庫、関連団体等と連携を

図りながら助成対象案件の発掘、検討が行われており、当金庫でも活用を

提案しており、平成25年3月に小売市場を運営する協同組合への支援を実

施しております。 

○ 個人版私的整理ガイドラインにもとづく債務整理に係る対応 

平成 23 年 8 月 22 日から、個人版私的整理ガイドラインによる債務の整

理の申請が開始されております。 

これまで、当金庫のお客様からは 7 件の正式な申し出を受け付けており、

平成 25 年 6 月末時点で、4 件について債務整理が成立し、3 件については
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お客様との協議を継続しております。加えて、今後利用が見込まれている

お客様も 1件おります。 

当金庫では、個人版私的整理ガイドラインのさらなる活用促進を図るべ

く、平成 24 年 11 月に、個人版私的整理ガイドラインに関するお知らせを

121先に対して郵送または手交しております。 

また、[個人版私的整理ガイドライン]被災ローン減免制度無料相談会が、

岩手弁護士会、（一社）個人版私的整理ガイドライン運営委員会、東北財

務局盛岡財務事務所主催により平成 25 年 3 月 17 日に釜石市にて開催され

ましたが、当金庫も共催として参加しております。なお、当該相談会の参

加者は約 40名、うち個別相談者は 21名となっております。 

当金庫では、今後もお客様に対し、ポスター等の掲示によりお知らせす

るとともに、債務整理を必要とするお客様にチラシ等を活用してガイドラ

インについてご理解いただけるよう丁寧に説明し、ガイドラインによる債

務の整理による支援件数の増加に努めてまいります。 

また、債務の整理を申し出いただいたお客様につきましては、お客様の

状況を踏まえ、債務の整理を支援し、かつ、整理後の生活や事業の再建に

向けた支援も行ってまいります。 

 (ﾘ) 外部機関との連携強化 

当金庫は、復興支援を目的として、公的機関等との連携強化に努めております。 

○ 中小企業復興支援センター等との連携 

従来から（独）中小企業基盤整備機構等と連携し、お取引先向けの各種

セミナー等を開催しておりますが、今般の復興支援の取組みにあたりまし

ては、被災したお取引先の状況を踏まえ、「中小企業復興支援センター」

（(独)中小企業基盤整備機構）等と連携し、平成24年4月に津波被害を受

けたポリ袋製造業の1先に対して、同年7月に木製品製造業1先に対して、

震災復興支援アドバイザー制度を活用した経営改善計画の策定および生産

管理等の改善支援に取り組んでおります。また、同機構の中小企業支援ネ

ットワーク強化事業を活用し、水産加工業者1先に経営改善計画策定支援

に取り組んでおります。 

○ 宮古市産業支援センター等との連携 

当地域での産学官民のネットワークの中心的役割を果たす宮古市産業支

援センター等との連携を強化するため、定期的に訪問し、中小企業等復旧

整備補助事業の申請状況等被災したお取引先の実態把握に努めております。 

また、被災事業者等の事業復旧支援として外部専門家による各種セミナ

ー開催の後援やお取引先事業者への受講案内などの協力を行っております。 

今後も具体的な連携を図っていくとともに、お取引先に対し有用な情報
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の提供に取り組んでまいります。 

(ﾇ) その他の地域振興に資する方策  

○ 顧客ネットワーク化の取組み 

当金庫では、従来より、顧客ネットワーク化に取り組んでおります。 

こうした取組みは、今後、当金庫が地域の復旧・復興に向けた施策を展

開していくうえで、重要な経営基盤となるものであり、今後とも維持拡大

に注力してまいります。 

宮古の次代を担う、若手経営者や後継者の方々に、ビジネスマッチング

や各種研修、懇親会等を通じ、新しい時代の経営環境に適応できる経営資

質の向上や企業相互間交流の一助としていただくため、平成25年1月に若

手経営者会「みやしんＮｅｘｔ」を発足いたしました。なお、発足時の会

員企業数は88社となっております。 

○ 地域貢献に向けた取組み 

被災したお客様に音楽を楽しんでいただくため、平成24年10月に、宮古

市および釜石市において、復興応援演奏会「みやしんふれあいコンサート

」を開催いたしました。本コンサートでは、約150名のお客様に音楽を楽

しんでいただくとともに、募金活動を行いました。 

本コンサートにおいて寄せられた募金は、復興援助の一助となるよう、

宮古市、釜石市の両社会福祉協議会へ寄付させていただいております。 

なお、当日会場では業務推進課電話相談窓口についての周知も書面にて

行いました。 

○ 「しんきん東日本大震災こども応援定期積金」の取扱い 

平成24年12月より、岩手県内信用金庫統一キャンペーンとして、東日本

大震災で被災した地域の子ども（震災遺児・孤児）の就学等を支援するた

め、「しんきん東日本大震災こども応援定期積金」を推進いたしました。

本商品は、信用金庫が販売する定期積金の募集総額の0.25％に相当する金

額について、お客様にご負担をお掛けすることなく、各県の信用金庫協会

および信金中央金庫から「いわての学び希望基金」等へ寄附するものです。 

当金庫の定期積金の取扱額は、平成25年2月までに2億円となりました。

なお、全国の取扱信用金庫の取扱総額にもとづく寄附金2億5,550万円が、

岩手県の「いわての学び希望基金」、宮城県の「東日本大震災みやぎこど

も育英基金」および福島県の「東日本大震災被災児童支援基金」の3基金

に対し、同年3月に寄附されました。 

 

 



 

24 

ハ．被災地域における東日本大震災からの復興に資する支援事例 

 (ｲ)  岩手産業復興機構を活用した支援事例 

山田、宮古で水揚げされる魚介類を主体に扱う山田町の水産加工業者Ａ社

は、震災により代表者夫婦が亡くなり、工場、製造設備、自宅等すべて流出

する甚大な被害を受けましたが、代表者の息子二人が事業承継を決意したこ

とから、当金庫は、グループ補助金と高度化スキーム貸付を利用した事業再

開を内容とする経営再建策を提案するとともに、財務改善のため岩手産業復

興機構を活用した債権買取支援を平成25年1月に実施致しました。加えて、

建設費のつなぎ資金も応需し、操業を再開するに至りました。 

同社では、平成25年3月に加工場が完成し、冷凍冷蔵庫の完成が7月上旬を

見込んでいますが、完成後には在庫の自社保有により加工場の稼働率の上昇

が期待されます。従業員も17名（震災前20名）まで回復しており、当金庫と

しては、新商品開発や新規販売先の開拓などの販売先拡充支援にも取り組ん

でまいります。 

また、官公庁向けおよび小売業者等の印刷を中心に事業を行っていたＢ社

は、震災により本社工場等が流出する甚大な被害を受け、現在は仮設店舗で

事業再開しておりますが、従前の土地での事業再開を目指していたことから、

当金庫は、本社工場の再建および機械設備資金について、グループ補助金と

高度化スキーム貸付を使用した事業再建策を提案するとともに、二重債務解

消のため岩手産業復興機構による債権買取支援、敷地の購入および嵩上げ資

金の新規融資を平成25年1月に実施致しました。 

本社工場については、平成25年7月完成を目指し工事中であり、完成後は

従業員も9名（震災前7名）に増員し、新規製造品や新規販路の開拓など販売

拡充に取り組む予定です。 

（ﾛ） 東日本大震災事業者再生支援機構を活用した支援事例 

宮古市の三陸沖の漁場における底引き網漁は基幹産業でありますが、そう

した事業者であるＣ社は、震災により、事務所・倉庫、漁網等が流失する等

甚大な被害を受けたため、㈱東日本大震災事業者再生支援機構を活用した債

権買取支援を平成25年3月に実施致しました。 

また、事業の本格稼動にかかる漁網等購入資金について、当金庫による融

資支援を決定しております。 

基幹産業復旧による波及効果は大きく、水産加工業者や運送業者等周辺業

者の雇用増加等にも貢献し得るため、安定的な事業運営が行えるよう今後も

支援を継続してまいります。 

 (ﾊ) 復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した支援事例 

宮古市は、復興計画の一つとして水産加工流通業における新たな設備の整
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備を挙げており、当金庫は、地場産業である水産加工業の復興に向け、お取

引先に対して事業拡大に伴う運転資金や、設備資金の不足額を支援しており

ます。 

水産加工業者Ｄ社は、最終製品まで製造する当地においては数少ない企業

ですが、津波により工場設備に甚大な被害を受けたことから、復興に向け宮

古市の復興事業に応募し、工場設備を整備することとなりました。設備資金

の大部分は水産業共同利用施設復興整備事業（水産加工流通振興タイプ）（

補助率7/8）により対応し、残る資金調達について、当金庫からの提案によ

り、平成25年3月に復興支援ファンド「しんきんの絆」から資本性資金100百

万円を調達するとともに、当金庫を含めた金融機関借入金125百万円により対

応いたしました。 

 現在、同社の工場は建設途上でありますが、完成後は、震災前を上回る雇

用を予定しています。 

 (ﾆ) ＡＢＬ保証を活用した事業資金支援事例 

当金庫は、津波により委託保管していた商品在庫が流失し、甚大な被害を

受けた地元の水産加工業者Ｅ社に対し、信用保証協会の流動資産担保融資制

度を活用し、売掛債権や棚卸資産などを担保とした事業資金融資を実施して

おります。 

同社は、震災後、委託保管のリスクや費用の軽減を図るため、自社所有の

冷蔵庫を新設するとともに、ＡＢＬを活用して資金調達の多様化に取り組み

ました。なお、平成25年1月決算時の売上高は、震災前を上回る水準まで回

復しております。 

(ﾎ) 外部機関を活用した事業資金支援事例 

当金庫は、釜石市で小売市場を運営するＦ協同組合に対して、平成25年3

月に日本フルハップの助成金制度を活用した設備改善提案を行い、震災によ

り被害を被った市場の建物設備への空調設備等導入支援を行いました。 

これにより、来場する顧客の夏季における購買増進、海産物等商品の保管、

保存長期化および市場で働く職員の労働環境改善が図られております。 
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（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策の進捗

状況 

イ．創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

 (ｲ) 外部機関との連携強化 

新規創業や新事業開拓に対する支援の取組みとして、商工会議所の中小企

業診断士による新規創業計画策定支援を利用するとともに、信用保証協会の

県創業支援制度資金を活用しており、平成22年度は2件、24百万円、平成23

年度は4件、37百万円、平成24年度は6件、34百万円の取扱実績となっており

ます。 

今後も、地域の中小・零細事業の育成のために、商工会議所等との連携を

図り、お客様のご相談に対応してまいります。 

 (ﾛ) プロパー融資による対応 

当金庫は、震災以降プロパー融資による創業資金の取扱実績はありません

が、創業・新事業開拓に対する支援取組みとして、岩手県の「いわて起業家

育成資金」を活用し、東日本大震災以降の融資実績は、平成25年5月末時点

で10件、71百万円となっております。 

今後も、公的制度のみでは対応が困難な場合に備え、事業計画の妥当性等

を適切に審査したうえで、プロパー融資による対応に努めてまいります。 

 

ロ．経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む｡)に対する支援

に係る機能の強化のための方策 

 (ｲ) 経営改善支援の取組みの強化 

お取引先に対する経営相談や経営改善に向けた取組みにつきましては、企

業支援課が中心となって、営業店等と連携して継続して進めております。平

成 24 年度におきましては、昨年度から引き続き 44 先を継続支援するととも

に、新たに従来の支援基準による選定 1 先と経営改善計画策定支援やその他

抜本的な改善支援を要する 19先を加え、64先を支援先としております。 

また、支援対象とした64先のうち15先は本部と営業店が連携し支援に取り

組む重点支援先としております。 

企業支援課は、営業店職員との同行訪問等を通じて、営業店の取組状況やお

取引先の事業や財務の状況を営業店と共有し、四半期ごとに支援の進捗を管

理しております。また、必要に応じて中小企業再生支援協議会を活用した債

権者調整や二重債務問題を抱えるお取引先事業者には岩手産業復興機構およ

び㈱東日本大震災事業者再生支援機構等を活用した支援を実施しております。 
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 (ﾛ) 専門家による相談会の開催 

当金庫は、お取引先の経営改善支援を実施していくうえで、外部専門家等

のノウハウの活用は有効であると考え、（独）中小企業基盤整備機構の震災

復興支援アドバイザー制度や中小企業支援ネットワーク強化事業を利用した

個別事業者の経営改善支援に取り組んでおります。 

また、平成 24 年 10 月には、宮古市産業支援センターと連携し、税理士に

よる経営力向上・経営改善を目的としたセミナーを開催しております。 

平成25年2月に、信金中央金庫を通じて、特定非営利活動法人遺言・相続

リーガルネットワークから専門家（弁護士）の派遣を受け、無料法律相談会

「みやしん無料法律相談会」を開催しております。 

今後は、各種セミナー等の開催および震災復興支援アドバイザー制度や中

小企業支援ネットワーク強化事業などを活用した相談会等の開催を通じて、

お取引先を支援するとともに、専門家の有するノウハウやネットワークを活

用してまいります。 

ハ．早期の事業再生に資する方策 

当金庫は、お取引先の早期の事業再生に向けて、中小企業再生支援協議会や

岩手県産業復興相談センターおよびその他第三者支援機関等と連携し、事業計

画の策定支援および自治体等の支援施策の活用による事業再生を支援するとと

もに、事業の継続のためには二重債務の解消または軽減が必要と思われる事案

では、岩手産業復興機構や㈱東日本大震災事業者再生支援機構を活用した債権

買取による事業再生にも取り組んでおります。 

なお、債権買取および支援が決定しているお取引先は、平成25年6月末現在

で、35先となっております。 

また、平成24年8月には、津波により甚大な被害を被った燃料小売業者に、

平成25年2月および3月には水産加工業者に対し、信金キャピタル㈱が平成23年

12月に組成した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した資本性資金を導

入し、財務改善支援を実施しております。 

ニ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策  

 (ｲ) 事業承継に対する支援の強化 

当金庫は、地域経済の活力維持を図るため事業承継に対する支援の強化が

必要と認識しており、お取引先の事業承継問題に積極的に取り組んでまいり

ます。それらの取組みの一環として、平成24年9月に信金キャピタル㈱によ

る事業承継およびＭ＆Ａに関する勉強会を実施しております。 

また、同年10月には、関係支援機関等による事業承継支援ネットワークの

構築を目的とした（独）中小企業基盤整備機構が主催する「事業承継支援会
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議」に参加しており、今後の支援業務に活用してまいります。 

 (ﾛ) 相続対策に係る相談対応の強化 

個人事業主のお取引先からは、事業承継に伴い相続に関する相談をいただ

くことも多く、平成25年5月末時点で13先の相談対応を実施しております。 

また、平成25年2月に、信金中央金庫を通じて、特定非営利活動法人遺言

・相続リーガルネットワークから専門家（弁護士）の派遣を受け、無料法律

相談会「みやしん無料法律相談会」を開催しております。 

今後、お取引先が廃業を選択する場合におきましても、支援機関等の専門

家と連携を図り、整理内容等を関係当事者が納得できるよう十分な説明を行

ってまいります。 

 

３．剰余金の処分の方針 

当金庫は、地域のお客様から出資を受け入れ事業を行う協同組織金融機関として、

これまで事業によって生じた剰余金につきましては、内部留保の充実に努めるとと

もに、普通出資への安定的な配当を維持することを基本方針としております。 

当金庫は、経営強化計画に掲げる諸施策を着実に実施することにより、地域の復

旧・復興および地域経済の活性化への取組みを通じ、収益確保に努めてまいります。 

また、今後、優先出資については所定の配当を行うとともに、普通出資について

は安定的な配当を実施・継続できるよう、内部留保の蓄積に努め、優先出資の返済

を目指して、全役職員一丸となって取り組んでまいります。 

 

 

４．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保の

ための方策 

（１）経営管理に係る体制および今後の方針 

当金庫は、意思決定機関として理事会を設置しており、また、理事会の決議し

た方針にもとづき、当金庫の業務執行に係わる基本方針および経営計画に関して

の協議を行うとともに、金庫業務全般の監理・統括を行う機関として、常勤理事

全員を構成員とする常務会を設置しております。 

当金庫は、業務の健全性・適切性を確保するための体制の整備がもっとも重要

であると考え「内部管理基本方針」を定めております。当金庫はその基本方針の

もと、法令等遵守に係る基本方針、利益相反管理に係る基本方針、顧客保護等管

理に係る基本方針等経営方針を定め、全役職員に徹底するとともに、継続的に見

直しを進め、適切なものとなるよう努めております。 

本経営強化計画につきましては、理事会において決定し、その実施状況を以下
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のとおり階層別に検証していくこととしております。 

当金庫は、部室店長会議にて経営強化計画に係る施策の実施状況を管理すると

ともに、定期的にその内容を常務会に報告し、実施状況を管理することとしてお

ります。 

常務会においては、報告にもとづき実施状況の確認とその評価を実施するとと

もに、取組みに関して十分でないと認められる場合は、その要因分析と対応策の

立案を各部門に指示することとしております。 

また、理事会は、経営強化計画の実施状況に係る報告を受け、その実施状況を

管理するとともに、復興状況に応じた当金庫の地域における信用供与の対応状況

を検証することとしております。 

なお、理事会、常務会をはじめ経営上重要な各種の委員会においては、適切に

記録を保存し、理事の業務執行に係る責任を明確にしております。 

経営強化計画の実践にあたりましては、常務会を主体にＰＤＣＡサイクルを進

めていくこととなりますが、その最高責任者は議長である理事長、また理事長の

補佐として常勤理事が責任をもって推進していくこととしております。 

【図表18】業務組織図 
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【図表 19】経営管理体制 

信用リスク

審査部
管理部

市場リスク

総合企画部

流動性リスク

総合企画部

事務リスク

業務部

業務部

オペレーショナル・リスク（統括）

システムリスク

業務部

法務リスク

総務部

風評リスク

総務部

人的リスク

総務部

有形資産リスク

総務部

常務会

理事会

統合的リスク

総合企画部

ALM委員会

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制および今後の方針 

当金庫は、経営のチェック体制の充実という見地から信用金庫法に法定化され

ている員外監事を選任しております。 

監事は、理事の業務執行に対する監査のため、理事会をはじめ当金庫の重要な

会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要な書類を閲覧しており

ます。 

また、監事は、当金庫の内部監査部署である監査室と連携し、当金庫の業務執行

の適切性を検証したうえ、監事監査の結果を踏まえて理事会に報告しております。 

当金庫の内部監査部署である監査室は、他部門からの独立性を確保するため、

指揮命令系統を理事長直轄としております。 

監査室は、各部門(営業店を含む。以下同じ。）の内部管理態勢、法令等遵守

態勢、顧客保護等管理態勢、リスク管理態勢等を監査し、その有効性を評価して

おります。 

また、監査室は、経営強化計画に掲げた各種施策の主管部署に係る業務執行態

勢を監査し、理事会に報告することで経営強化計画の実施に向けて取り組んでま

いります。 

（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）および市場リスクの管理

を含む各種のリスク管理の状況ならびに今後の方針 

当金庫は、リスク管理を、経営上の重要課題の一つとして位置付けるとともに、

内部管理基本方針にもとづき、各種業務執行に伴い発生する様々なリスクを正し

く把握し、かつ、金融情勢の変化に対応できるよう統合的にリスク管理を行うこ

とで、健全性の確保と収益性の向上を図っております。 

加えて、現在および将来において必要となる経営体力･リスク量を戦略目標と
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関連付けて分析することで、組織全体の意思決定への活用を目指しております。 

なお、リスク管理につきましては、理事会においてそれぞれのリスク・カテゴ

リーごとのリスク管理に関する基本方針決定など、最終意思の決定を行っており

ます。また、常務会において基本方針にもとづく統合的なリスク管理を行うため

の管理体制の整備および改善を行っております。 

イ．信用リスク管理 

当金庫は、信用リスク管理方針にもとづき、与信取引に係る信用リスクの組

織体制、業務分掌および決裁権限等を定め、信用リスクの適正な把握とコント

ロール・削減に努めてまいりました。 

当金庫の主な融資先である中小・零細事業者は、財務体質が脆弱で、事業環

境の変化により倒産・廃業などが大企業と比較して高頻度で発生する傾向があ

ります。このため、当金庫は、当該特性を踏まえクレジットポリシー（融資基

本方針）を制定し、融資を通じた地域社会への貢献と、金庫の健全性と適切な

業務運営の向上を図っております。 

信用金庫は、1先に対する与信額の上限について法令に規定されております

が、当金庫は法令上の上限にとどまらず、信用リスク管理規定におけるクレジ

ットリミット（信用供与限度額基準）にもとづき与信先に対する与信額の限度

を定めて運用しているほか、未保全額による限度額管理を実施しております。

なお、限度額につきましては、毎年度見直しを行い、限度額を超える扱いにつ

きましては、融資委員会で協議・検討を行い、常務会の承認を得て変更を行っ

ております。 

また、限度額を超過している先などの大口与信先につきましては継続的にモ

ニタリングを実施し、定期的に常務会に報告するとともに、限度超過の解消に

向けてお取引先との協議を行うこととしております。 

このため、当金庫は、信用リスクを的確に評価・計測するため、信用格付の

導入を検討しております。当面は、自己査定における債務者区分とスコアリン

グ・モデルとの整合性を確認することで、自己査定の正確性の向上に努めてお

ります。 

一方で、業況が不調で実質的に廃業となったお取引先など、回収が滞ってい

る先につきましては、徒らに長期化しないよう回収計画を立てたうえで担保処

分を実施し、償却などオフバランス化を行っております。 

今後は、担保の滅失やお取引先の廃業など信用リスクの顕在化が進行するも

のと思料されますが、お取引先の実態を踏まえ、適切に資産の自己査定を実施

し、必要な償却引当を適時実施していくことといたします。不良債権となった

被災債権につきましては、事業の再生可能性を十分に協議・検討したうえで、

処理すべきものは適切に処理を進めていくことといたします。 



 

32 

ロ．市場リスク管理 

当金庫は、市場リスク管理規程および市場リスク基準、余裕資金運用基準に

もとづき、市場取引に伴い発生するリスクに対し、それぞれの測定手法にもと

づいてリスク量の把握を行うとともに、金庫特性およびマーケット環境に則し

た管理を行うことにより、健全性の確保と収益性の向上を図っております。 

当金庫は、貸出以外の資金は安全性が高く、流動性が高い資産で運用するこ

ととしておりますが、預貸率の長期的な低迷から有価証券運用への期待度が高

まっております。ただし、市場金利の変動など外部環境の変化により想定外の

損益が発生することもあることから、資産・負債の総合管理により資金の調達

・運用等に伴い発生するリスク等の管理を行っております。 

当金庫は、そのための組織としてＡＬＭ委員会を設置しております。 

ＡＬＭ委員会の構成メンバーは常務会と同じであることから常務会において、

市場リスクの状況をモニタリングするとともに、有価証券投資に係る対応を協

議しております。有価証券投資においては、安全性を重視するため、購入対象

を一定以上の外部格付を有する発行体に限定していることに加えて、1投資対

象先あたりの投資限度額を定めて運用しております。 

市場環境の変動によって、時価が大きく減少した有価証券につきましては、

適切に減損処理を実施しているほか、急激に信用状態が悪化し、価格下落が生

じた銘柄につきましてはロスカットルールにもとづき、原則として、売却を行

うこととしております。これらの取扱いにつきましては、ＡＬＭ委員会におい

て把握するとともに、ルールの遵守状況を理事会に定期的に報告しております。 

今後も引き続き安全性重視の運用に取り組んでまいります。 

ハ．流動性リスク管理 

当金庫は、流動性リスク管理規程を定め、金融システム不安等に伴う市場流

動性リスクおよび非常時等の資金調達政策に関する資金繰りリスクの管理を実

施しております。 

当金庫は、短期間で資金化が可能な資産について支払準備資産として一定以

上保有することとし、基準を定めて運用しております。また、主な調達手段で

ある預金の異動状況を踏まえ、流動性が一定の水準以下となった場合の危機管

理手順を策定しております。 

当金庫の預金は安定的に推移しており、流動性も高水準にあります。今後は、

復旧・復興が本格化し、企業活動の正常化や被災者の生活再建などにより漸次減

少していくものと想定されますが、突発的な預金の支払いが生じた場合であって

も資金繰りに窮することがないよう適切に流動性を管理してまいります。 
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ニ．オペレーショナル・リスク管理 

当金庫では、オペレーショナル・リスクを、事務リスク、システムリスク、

法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスクに分類し、各リスクに

ついて所管部署を定めております。各所管部署は、各種規程、マニュアルを遵

守させる取組みを通じて、リスクの極小化および顕在化の未然防止に努めてお

ります。 

事務リスクの未然防止における対応といたしまして、全ての事務ミスに対し

て発生原因の分析を行い、常務会へ報告するとともに、分析結果の全部店への

還元および臨店指導の実施を通じて発生原因を周知し、類似事案の未然防止に

努めております。 

今後も規定に沿った正確な事務処理に努めるとともに、管理態勢の改善を継続

的に図り、引き続きオペレーショナル・リスク管理の徹底に努めてまいります。 

 

【図表20】オペレーショナル・リスクに係る所管部署 

リスク 所管部署 

事務リスク 業務部 

システムリスク 〃 

法務リスク 総務部 

人的リスク 〃 

有形資産リスク 〃 

風評リスク 〃 

 以 上 


